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第１章　計画の趣旨 
１ 計画策定に当たって 

（１）背景 
近年、本市における人口減少・少子高齢化の進行や既存の住宅・建築物の老朽

化等に伴い、空家が年々増加しています。本市において令和 5年住宅・土地統計

調査では 5,260 戸の空家があり、平成 30 年の前回調査から空家率は 18.3％から

18.6％に増加しており、今後も空家は増加するものと考えられます。 

また、適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家は、防災・防犯

上の安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など地域住民の生活環境に悪影

響を及ぼしているものもあります。 

 

こうした問題に対応するため、国において、この空家問題の抜本的な解決策と

して、「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、「法」という。）が平成 27

年 5 月に全面施行されました。 

法施行以降についても更なる空家の増加が見込まれ、特定空家になってからの

対応は限界を迎えていたことから、令和 5 年 6月に改正され、空家対策をさらに

進めるための新たな制度や仕組みが創設されました。 

 

今後、人口減少や高齢化の進行等に伴い、さらなる空家等の増加が予想される

中、各地方においては、コンパクト・プラス・ネットワークの推進や定住人口の

増加といった地方創生の取組により、空家等の発生抑制に繋がる根本的な対策を

講じる必要があります。さらに、それらの取組と平行して、現在直面している空

家等に関する様々な課題への適切な対応が求められています。 

これらを踏まえ、今後は国・県・関係団体等との連携のもと、空家等の発生抑

制、適正管理、利活用等の具体的な対策を講じることが重要になります。 

 

こうした中、市内における空家等の利活用の促進や地域住民の生活環境を保全

するため、本市における空家等への対策を総合的かつ計画的に実施するための基

本的な考え方や取組の方針を示すものとして、令和 3年 4 月に「玉野市空家等対

策計画」（以下、「計画」という。）を策定しました。 
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（２）計画の位置付け 
本計画は、法第 7条の規定に基づき、国が定めた「空家等に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以下、「基本指針」という。）に即

し策定するものです。 

また、計画の推進に当たっては、上位計画である玉野市総合計画をはじめ、た

まの創生総合戦略や都市計画マスタープラン等との整合を図り、地方創生の推進

による空家等の発生抑制に繋がる根本的な対策を講じつつ、空家等の適正管理や

利活用といった具体的な施策の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
（３）計画の期間 

本計画の期間は、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とし、概ね 5 年を

目途に再検討を行い、適宜見直しを行うなど、計画の実行性を高めます。 

また、計画期間中であっても、社会情勢や前提となる諸条件に変化があった場合

は、新たに取り組むべき事案を加味するなど柔軟に対応します。 

 

 

空家等対策の推進に関する 
特別措置法

(主な関連計画等) 
たまの長期人口ビジョン 
たまの創生総合戦略 
玉野市都市計画マスタープラン 
玉野市住生活基本計画　等

玉野市総合計画

玉野市空家等対策計画

◆ 計画の位置付け

空家等の発生を抑制する 
根本的な対策

空家等に関する課題への 
具体的な対策 

コンパクト・プラス・ネットワークの推進

人口減少の抑制

適正管理の推進

利活用の促進

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

整合
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（４）計画の対象 
① 対象とする地区 

本計画の対象地区は、空家等が市内全域に分布しており、空家等対策を総合

的に実施する観点から、玉野市全域とします。 

また、本市の都市計画における都市計画区域が「市街化区域」と「市街化調整

区域」に区分されていることから、それぞれの区域に即した空家等対策を推進

します。 

 

・市 街 化 区 域：市街化の促進を図る区域と位置づけられていることから、 

健全な市街地形成を図るための空家等対策を推進する。 

 

・市街化調整区域：落ちつきのある田園風景の保全、健全な地域コミュニテ 

ィの維持を図るための空家等対策を推進する。 

 

　　　　② 対象とする空家等 
本計画の対象とする空家等の種類は、法第 2条第 1 項に規定する「空家等」

（同条第 2 項に規定する「特定空家等」、法第 13 条第 1項に規定する「管理不

全空家等」を含む。）とします。 
 
 
 
【空家等】（法第 2条第 1項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてい

ないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含

む。第 14 条第 2項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所

有し、又は管理するものを除く。 
 
【特定空家等】（法第 2条第 2項） 
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状 
　態にあると認められる空家等をいう。 
 

【管理不全空家等】（法第 13条第 1項） 

適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に 
該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等 
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２ 空家等に関する政策・施策の動向 
（１）国の動向 

　国は、法を制定、公布し、市町村が空家等の対策に取り組むための法的根拠を整

備しました。また、基本指針を示し、市町村は必要に応じて計画を策定し、各地域

内の空家等に対する行政としての基本的姿勢を住民に対して示しつつ、空家等の

活用策についても併せて検討することが望ましいとしています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国土交通省
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（２）県の動向 

岡山県では、平成 27年 8 月に「岡山県空家等対策推進協議会」を設置しました。 
この協議会を通じて、国、県、市町村、関係団体等が連携し、県内の空家等対策

にかかる課題や情報共有並びに各種制度や有効な方策の研究等について連絡調整

を図りつつ、推進に取り組むこととしています。 

 

【協議会の構成員】　 

国（岡山地方法務局）、岡山県関係課、県内市町村、 

関係団体（岡山県建築士会、岡山県建築士事務所協会、岡山県宅地建物取引業協

会、岡山県不動産協会、岡山県司法書士会、岡山県土地家屋調査士会、住宅金融

支援機構中国支店、岡山住まいと暮らしの相談センター、全国古民家再生協会

岡山連合会） 

 

　（３）関係団体の動向 

全国的な空家等の対策に係る機運の高まりや取組の広がりを踏まえ、平成 29 年

8月に「全国空き家対策推進協議会」が設立されました。 
この協議会を通じて、専門知識や課題等について共有し、専門家と連携して対応

方策を協議・検討する場を設け、実践的な空家等の対策について政策提言を行い、

その実現を図るとともに、蓄積したノウハウ等の周知・普及を図ることとしていま

す。 
 
【協議会の構成員】 
　 正 会 員：地方公共団体（1,000 を超える都道府県、市町村） 

　　　　　 協力会員：弁護士会など、27 の専門団体 
　 

【組織図】 
 
 
 
 

 

 

 

 

資料：全国空き家対策推進協議会
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３ 近年の動向 
近年の動向として、令和 5年 6月に法が一部改正され、概要は次のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：国土交通省
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また、令和 3年 4月に、民法（所有者不明土地等関係）が改正、及び相続土地国

庫帰属法が制定され、主な内容は次のとおりです。 
 
・相続登記の義務化 
・住所等変更登記の義務化 
・財産管理制度の見直し 
・共有制度の見直し 
・相隣関係規定の見直し 
・相続制度の見直し 
・相続土地国庫帰属制度の創設 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：法務省
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第２章　空家等の現状と課題 
１ これまでの取組状況 

（１）空家等の発生抑制 
○ 空家等の情報収集と管理 

平成 28 年度の空家等の実態調査で把握した情報を、地域住民からの相談や、

各種の支援制度の取組に活かしました。 

地域住民からの相談や通報により調査対応を行った結果、実態調査では把握さ

れていなかった空家が平成 28 年から令和 6年の間で 170 件ありました。 

また、同期間で実態調査の危険度別にリサイクル届により解体を確認した件数

は、老朽危険度の高いランク D・Eの割合が少ないことがわかりました。 

 

　　　　　　　　　　　　　実態調査以降の空家解体　老朽危険度別割合 
（リサイクル届より） 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老朽危険度ランクについては 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18 ページ資料 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「老朽度・危険度ランクについて」参照 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 

 

○ 空家等の適正管理の啓発 

　空家等の適切な管理をお願いする啓発チラシを、毎年固定資産税の納税通知書

に同封し、平成 28 年度から中国地方 5県以外の県外所有者に、令和 6年度からは

全所有者に送付し、啓発及び情報発信を行っています。 

　また、岡山住まいと暮らしの相談センターと連携し、令和 3 年度より年 2 回、

市内で無料相談会を実施しています。 

　 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3
2

5

2
4

6

8

0

5

10
（件数）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

空き家に関する無料相談会　相談件数

1回目 2回目

(%)
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（２）流通・利活用の促進 
○ 空き家バンクの活用 

　空き家等の所有者と利活用希望者とをマッチングする空き家バンクを、平成 25

年度から実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　空き家バンク制度を通じて成約した空き家の改修を支援し、利活用の促進を図

る空き家改修事業を平成 25 年度から実施し、空き家の改修に要する経費の一部を

補助しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16件

26件

16件
14件

19件

9件

15件
13件

6件
3件

件

5件

10件

15件

20件

25件

30件

R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

空き家バンク登録物件数・成約件数の推移

空き家バンク登録物件数 空き家バンク成約件数

9件

15件
13件

6件

3件

9件
7件

10件

3件 3件

件

5件

10件

15件

20件

R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

空き家バンク成約・改修補助件数の推移

空き家バンク成約件数 改修補助件数
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　また、空き家バンク制度への登録を促進するため、空き家家財等処分支援事業を

令和 5 年度から実施しています。空き家バンクに登録された空き家を対象に空き

家に残っている家財等の処分及び搬出にかかる費用の一部を助成する制度です。 

　制度開始の令和 5年度は 2件、令和 6年度は 0件の補助実績となっています。 

 

 

○ 移住促進施策との連携 

　平成 25 年度から実施している空き家改修事業において、令和 7年度から本市へ

の移住者に対して補助金額を拡充しています。 

　また、空き家バンクへの物件登録を促進するため、県外からの移住者と契約が成

立した場合に交付する住宅活用奨励金制度を、平成 28 年度から実施しています。 

　奨励金の交付件数は平成 28年度に 2件、それ以降は 0件となっています。 

 

（３）空家等の適正管理 
○ 空家等の解体・除却の支援 

　空家等の適正管理を促進するために、空家等除却事業を平成 29 年度から実施し、

老朽化した空家等の除却工事に要する経費の一部を補助しています。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）特定空家等の解消 
○ 管理不全な空家等に対する措置 

空家等のうち、法第 2 条第 2項の特定空家等と判断し、法に基づく措置を講じ

た事例はありません。 

現地調査等により管理不全な空家等と判定した場合に、法第 12 条の規定に基づ

き、情報提供や助言を行いました。 

　 

 

4件
3件

7件 7件

2件

件

2件

4件

6件

8件

R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

空家除却補助件数の推移

除却補助件数
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２ 空家等の現状 
（１）人口・世帯の動向 

① 人口 

本市の人口は、1975 年をピークに以降減少し続けており、国立社会保障・人口

問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5年 12 月推計）」に基づく将来推

計人口は、2020 年以降は年齢 3区分全ての人口が減少し、2050 年には全体で約 3

万 2千人になると推計されています。 

年齢 3区分別の人口比率の推移をみると、生産年齢人口（15～64 歳）の比率は、

1990 年以降減少に転じています。また、年少人口（0～14 歳）は、1975 年以降減

少し続けています。高齢人口（65 歳以上）は、1975 年に総人口の約 1割弱程度で

したが、1995 年に年少人口を上回り、2010 年に総人口の約 3割を占めています。

年少人口と生産年齢人口の比率は、2020 年以降も緩やかに減少し、高齢人口の比

率は緩やかに増加すると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5年 12 月推計）」 
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② 高齢者世帯 

高齢者世帯数は、65歳以上の高齢者単身世帯が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

③ 高齢単身世帯 

持家に住む高齢単身世帯数は増加傾向であるのに対して、借家に住む高齢単

身世帯数はほぼ横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和5年住宅・土地統計調査 
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④ 高齢夫婦世帯 

持家に住む高齢夫婦世帯数は増加傾向であるのに対して、借家に住む高齢夫

婦世帯数はほぼ横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和5年住宅・土地統計調査 

（２）空家等の状況 
① 空家等の比率 

市内住宅のうち空家等は 5,260 戸程度あり、住宅総数に占める割合は 18.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和5年住宅・土地統計調査 
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住宅総数に対する空家等の割合は、全国で微増傾向にあり、本市は、県内近

隣他市と比較して高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和5年住宅・土地統計調査 
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資料：令和5年住宅・土地統計調査 
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住宅・土地統計調査について（補足） 

　　 住宅・土地統計調査は、我が国における住戸（住宅及び住宅以外で人が

居住する建物）に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状

況、その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状

と推移を全国及び地域別に明らかにする調査です。 

住宅・土地統計調査では、マンション等の共同住宅については「空室」

を「空家」として計上しており、戸数ベースとなっています。調査方法は

サンプル調査（国勢調査区から全国平均約5分の1の調査区を抽出。）であ

り、その結果は推計値となります。なお、住宅・土地統計調査における

「空家」の定義は以下のとおりです。 

 

・二次的住宅　：別荘や一時的に寝泊まりする住宅 

・賃貸用の住宅：新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

・売却用の住宅：新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

・その他の住宅：上記以外の人が住んでいない住宅（空き家の区分判定が困難 

な住宅を含む。） 
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（３）空家等の実態 
① 実態調査の概要 

本市では、空家等の実態把握のため、住宅・土地統計調査のサンプル調査と

は異なり、外観目視による現地調査を行い、危険度の判定など空家の現況を把

握しました。調査概要は以下のとおりです。 

　　　　・調査対象区域：玉野市全域 

　　　　・調査期間　　：平成 28 年 8 月 19 日～平成 28年 10 月 14 日 

　　　　・調査対象　　：一戸建ての専用住宅及び店舗併用住宅、共同住宅（全室空いて

いるマンション、アパート及び長屋、事務所、工場等で、居住

その他の使用がなされていないことが常態となっているもの。） 

　　　　・調査内容　　：空家等の件数や分布状況を把握するとともに、外観目視による

不良度判定を行うもの。 

 

空家等の判断基準 

　　　A：郵便受けにチラシや DM が大量に溜まっている。 

　　　B：窓ガラスが割れたまま、カーテンがない、家具がない。 

　　　C：門から玄関まで草が生えていて出入りしている様子が伺えない。 

　　　D：売り、貸し物件の表示がある。 

　　　E:上記以外（電気メーターが動いていない等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 調査結果 

（ア）全建物数に対する空家率  

調査の結果、調査対象（玉野市市税の概要データによる棟数 49,485 件）の

うち、2,444 件が空家と判定されました。そのうち 1,870 件が市街化区域に

574 件が市街化調整区域にあります。また、現地調査で空家等と判定した建

物数と本市内の全建物数から空家率を算出した結果、市全体で空家率は

4.9％となっています。 

地区別の空家率をみると、玉地区が最も高く 8.2％、次いで日比地区が

7.8％となっており、旧市街地で比較的高くなっています。 



第２章　空家等の現状と課題

　17 

 

＜調査結果の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区別の空家率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：玉野市空家等実態調査報告書

資料：玉野市空家等実態調査報告書
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